
類型分類の基本的な考え方

【目的】
条文毎に類型分類（A、B－１～４）を実施した上で、各条文の設計内容ごとの対象物量を整理するこ
とで、申請対象設備毎に設計として説明する事項および対象物量を明確にする。
条文毎の類型分類および設計内容ごと（内訳）の対象物量を整理するにあたっては、申請対象設備（
約２５，０００機器）及び適合性確認が必要な条文を確認できる設工認添付書類「設工認申請対象
機器の技術基準への適合性に係る整理」（以下、「申請対象設備リスト」という）を基に整理を行う。
整理にあたっては、類型分類毎の考え方を明確化する。
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類型分類の基本的な考え方【A.新設】
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A：新規に設置するもの

＜考え方＞
 （全体）新規に設置する設備が対象（申請対象設備リストで変更区分が「新設」に該当する設備）
 （条文単位）条文適合性として設計を説明すべき設備が対象

設計で説明する対象を明確にする
（例 第6条：耐震クラス、波及的影響、第8条：防護対象、波及的影響、対策設備）



類型分類の基本的な考え方【B.既設】

B-1:設計条件が変更になったもの（設計の妥当性を説明）

＜考え方＞
 設計方針に係る設計条件の変更であるため、条文単位で対象を明確化する
 既設工認からあった設計方針の項目（耐震評価、強度評価等※）に対して、設計条件（評価条件）
が変更された条文が対象

 上記条文における対象設備のうち、既設工認での設計から変更がない（既設工認の設計で適合性が説
明できる）設備はB-4とする（波及的影響を除く耐震B,Cクラス機器）
※ 次頁の既設工認での評価（参考）参照

＜具体的な対象＞
・耐震（5,6条）：基準地震動の変更（耐震Sクラス、波及的影響、工事有無など内訳を示す）
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参考：既設工認での設計方針等
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条文 設計方針 設計条件及び評価条件 評価項目・評価内容

第4条

核燃料物質の臨界防止

設定した核的制限値に対して
十分な安全裕度を見込んで未
臨界を維持（臨界計算書）

設計用核燃料物質及びU・
Pu同位体組成、臨界安全設
計に使用する計算コード等

単一ユニット及び複数ユニットの臨界安全機器が設定した核的制限
値（実効増倍率）を超えずに未臨界が維持できることの計算結果を
示す。

第6条

地震による損傷の防止

重要度に応じた地震力に対し
て耐震性を確保（耐震計算
書）

入力地震動、地盤物性値、
解析モデル、計算コード等

基準地震動により、機器等の安全機能が喪失しないよう耐震性が確
保されたものであることの計算結果を示す。

第10,19,25条

閉じ込めの機能

使用済燃料の貯蔵施設
等
保管廃棄施設

第17条
材料及び構造

使用済燃料等から発生する熱
を適切に除去（除熱計算書）

燃料等の発熱量、設計外気
温度、計算方法等

使用済燃料、放射性物質を含む溶液又は粉末、高レベル放射性液
体廃棄物、ガラス固化体からの発熱に対して冷却水、換気による強
制冷却、自然冷却で所定の温度以下に制限できることの計算結果
を示す。

放射性物質を閉じ込めるため
の安全機能を確保する容器及
び管、支持構造物等の構造・
強度を確保（強度計算書）

使用材料、腐食代、計算方
法等

安全機能を確保するための容器及び管、支持構造物等の停止時、
運転時、運転時の異常な過渡変化時、設計基準事故時といった設
備の環境条件に耐えることの計算結果を示す。

第11条

火災等による損傷の防止

放射性物質を含む溶液から放
射線分解により発生する水素
を化学的制限値未満となるよ
う適切に掃気（水素掃気計算
書）

溶液の燃料仕様、燃料等の
発熱量（崩壊熱密度）、水素
掃気評価に用いるＧ値、計
算方法等

放射性物質を含む溶液から放射線分解により発生する水素を滞留
防止の観点で安全圧縮空気系からの掃気用空気で機器内の水素
濃度を化学的制限値未満で維持（掃気）できることの計算結果を示
す。

第23条

制御室

事故時において従事者が制
御室に留まり、必要な操作・措
置ができることを確認
（中央制御室遮蔽計算書）

設計基準事故時の放出位置、
放出継続時間、計算コード
等

設計基準事故時（溶解槽における臨界事故を代表）において制御室
に留まり、必要な操作・措置ができるよう中央制御室遮蔽により低減
されていることの計算結果（建屋外表面、中央制御室内）

第27条

遮蔽

公衆及び従事者を放射線被
ばくから可能な限り低減する
ための建屋内遮蔽、平常時に
おける直接線及びスカイシャ
イン線による線量当量を評価
（遮蔽計算書、被ばく計算書）

遮蔽設計区分（基準線量率）、
設計用燃料及び線源強度、
線源スペクトル、計算コード、
計算方法等

公衆及び従事者を放射線影響から防護するために設定した建屋内
の基準線量率及び敷地境界での線量当量率が可能な限り低減され
ていることの計算結果を示す。

※制御室居住性に関する中央制御室遮蔽の計算は既認可では遮
蔽計算書で確認
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類型分類の基本的な考え方【B.既設】

B-2:設計条件が追加になったもの（設計の妥当性を説明）

＜考え方＞
 設計方針に係る設計条件の追加であるため、条文単位で対象を明確化する
 新規制基準の要求事項が追加・強化された条文が対象（設計基準条文の一部※１及び重大事故等対
処施設※２の条文）で適合性に係る設計を説明する上で必要な設備

 上記のうち、既設工認での設計から変更がない（既設工認の設計で適合性が説明できる）設備はB-4
とする（再処理特有火災に係る設備 等）

※１：安全機能を有する施設の技術基準規則の条文
・外部衝撃等（8条）、不法侵入等（9条）、火災等（11条）、溢水（12条）、薬品（13条）、安全
避難通路（14条）、安有（16条）、放管（21条）、制御室（23条）、保安電源（29条）、緊対
（30条）、通信（31条）

※２：重大事故等対処施設の技術基準規則の条文
・地盤（32条）、地震（33条）、津波（34条）、火災等（35条）、重事（36条）、材構（37条）、
臨界防止（38条）、蒸発乾固防止（39条）、水素爆発防止（40条）、有機溶媒火災等防止（41
条）、SFP冷却（42条）、放出抑制（44条）、水供給（45条）、電源（46条）、計装（47条）、
制御室（48条）、監視設備（49条）、緊対（50条）、通信（51条）

＜具体的な対象＞
・防護対策設備、防護対象設備、評価対象設備、外部衝撃における波及的影響を及ぼす非安重設備 等
（防護対象、評価対象、工事有無など内訳を示す）
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類型分類の基本的な考え方【B.既設】

B-3:新たに申請対象設備になったもの（他法令の要求と照らし合わせて変更がないことを説明）

＜考え方＞
 既認可では他法令等により設置しており、手続き対象外であったが、新規制基準の要求の適合性を示
すうえで申請対象となる設備で、且つ 適合性を説明するうえで改造が必要ない設備

＜具体的な対象＞
・安全避難通路、誘導灯、非常灯、構内接地網等
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類型分類の基本的な考え方【B.既設】

B-4:設備の設計条件に変更がないもの（既認可から設備の変更がないことを説明）

＜考え方＞
 B-1、B-2で、既設工認での設計から変更がない（既設工認の設計で適合性が説明できる）とした設備

なお、新規制基準施行以前の要求から変更の無い条文が対象（安全機能を有する施設の技術基準規則の
条文※）については、設備に対する適合性にかかる設計を説明する必要がないことからスクリーニングの対象とし
ない。（基本設計方針等の適正化は実施）

※：臨界防止（4条）、閉じ込め（10条）、安重（15条）、材構（17条）、搬送設備（18条）、使
用済燃料の貯蔵施設等（19条）、計測制御（20条）、安全保護回路（22条）、廃棄施設（24条）
、保管廃棄施設（25条）、汚染防止（26条）、遮蔽（27条）、換気設備（28条）
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施設共通基本設計方針と申請対象設備の紐付けの考え方

 施設共通基本設計方針で説明する対象のうち、設備に関する設計方針は、申請対象設備リスト上の
当該方針に関連する設備に紐付ける
（例 安全避難通路であれば、建屋の一部として建屋をカウントする）

 ただし、事務建屋などの申請対象設備リストに含まれていない設備については、説明する設計内容を踏
まえ、同様の設計プロセスを実施している設備との関連性を示す



新基準対応以外のその他事項の分類の考え方
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＜整理の考え方＞
 新基準対応以外のその他事項については、共通02（事業変更許可申請書で新規制基準を受けて追加等した項目の明確化）

で整理した項目を母数として整理する。
 規則要求の追加・変更に基づき変更するものではないことを踏まえ、条文毎に整理するのではなく、項目毎に変更する内容（設計

の追加・変更／運用の追加）、対象設備、設工認における変更内容を整理した上で、説明が必要となる設計内容を踏まえて、A、
B－１～４に分類する。ただし、設計として説明することがない運用の追加は本整理の対象外とする。

＜整理の具体例＞
A:新規に設置するもの
「有毒ガスに係る対応」：有毒ガス発生時においても、緊急時対策建屋内の要員の居住性が確保できる設計
⇒ 緊急時対策建屋換気設備（緊急時対策建屋送風機等）

B：既設
B－１：設計条件が変更になったもの
「第２低レベル廃棄物貯蔵系の最大保管能力変更」：最大保管容量を考慮しても保管能力および遮蔽能力を有する設計
⇒ 第２低レベル廃棄物貯蔵系（第１貯蔵系）

B－２：設計条件が追加になったもの
「試薬貯槽の設置位置の変更」：外部火災影響評価のハザードにならないように、地下に設置する設計
⇒ TBP受入れ貯槽等 （外部衝撃（外部火災）の条文に紐づけてBー２に整理）

B－３：新たに申請対象設備になったもの
該当なし

B－４：設計条件に変更がないもの
「敷地及び周辺監視区域並びに安全解析に使用する気象条件等の変更」：敷地変更は、直接線及びスカイシャイン線による
線量評価の評価条件に関連するが、今回の変更は評価上安全側の変更となり、既設工認の評価結果に影響を与えるものでは
ないことから、説明が必要となる設計内容がないため、B－４に整理


